
事 務 連 絡  

令和７年５月８日  

各都道府県教育委員会生徒指導担当課 

各政令指定都市教育委員会生徒指導担当課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 担 当 課 

各 国 公 立 大 学 法 人 附 属 学 校 担 当 課  御中 

各構造改革特別区域法第 12 条第 1 項 

の認定を受けた地方公共団体担当課 

 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課   

 

2025 年度「教育・福祉虐待対応職員合同研修【オンライン】」の 

開催について（お知らせ） 

 

 標記研修の開催について、別添のとおりこども家庭庁支援局虐待防止対策課（以下「こ

ども家庭庁」という。）から周知依頼がありましたので、お知らせします。 

本研修は、児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応等，児童虐待への的確な対応に資

することを目的に、こども家庭庁が実施する補助事業を活用して、社会福祉法人子どもの

虹情報研修センター（日本虐待・思春期問題情報研修センター）が行うもので、その内容

は学校等の教育機関と児童相談所との連携の在り方等で構成されています。 

児童虐待を発見する上で、日々児童生徒と接する教職員の役割は極めて大きく、少しで

も虐待と疑われるような点に気付いたときには、速やかに児童相談所又は市町村に通告し、

福祉や医療、司法などの関係機関と適切に連携して対応することが求められます。 

 ついては、管内の市区町村教育委員会及び学校に対して周知くださるとともに、教職員

の参加に御配慮くださるよう併せてお願いします。 

 また、本研修の内容等については、直接、社会福祉法人子どもの虹情報研修センター（日

本虐待・思春期問題情報研修センター）にお問い合わせくださるようお願いします。 

なお、実施要項上、本研修の対象者として記載のある「子ども虐待関連業務経験通算２

年を満たした者」を「教職員経験が２年以上である者」と読み替えても支障ないことにつ

いては子ども家庭庁を通じて確認済みであることを念のため申し添えます。 

 

（本研修の内容等に関するお問い合わせ） 

社会福祉法人子どもの虹情報研修センター（日本虐待・思春期問題情報研修センター） 

研修部（平日９：00～17：00） Tel：045-871-9317 Fax：045-871-8091 

 

【本件担当】 

 文部科学省初等中等教育局児童生徒課 

生徒指導室生徒指導第一係（土屋、川上、川端） 

電話  ：03-5253-4111（内 3299） 

E-mail：s-sidou1@mext.go.jp 
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TEL 03-6859-0103  

E-mail jidounetwork@cfa.go.jp  
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